
京都市くらし応援給付金
（不足額給付）

試算ツール
操作マニュアル



試算ツールの概要について

本ツールは、京都市くらし応援給付金(不足額給付)の給付額について、お手元の資
料を基に試算を行うためのものです。

必要な書類

1. 令和６年実施の当初調整給付の案内文書(当初調整給付の対象者のみ)
2. 令和６年分確定申告書又は令和６年分源泉徴収票
3. 令和６年度住民税の納税通知書、令和６年度住民税課税証明書又はマイナ

ポータル（税・所得情報）

※コールセンター等へのお問い合わせの際は、上記書類を事前に御準備ください。

注意事項

1. 試算した支給額は確定額ではありません。
2. 入力データの途中保存はできません。
3. 試算結果の保存はできません。
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確定申告書を基に計算する

確定申告書をお持ちの方は
「確定申告書を基に計算する場合」
を押してください。p 7へ
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源泉徴収票を基に計算する

源泉徴収票をお持ちの方は
「源泉徴収票を基に試算する場合」
を押してください。p 8へ

p 4



入力画面について

住民税分の控除不足額（定額減税しきれなかった額）を計算します。
・令和６年実施の調整給付に関する案内文書
・令和６年度住民税の納税通知書
・令和６年度住民税の課税証明書
・マイナポータル（税・所得情報）
に記載されている情報を基に入力します。

不足額給付の支給額の結果が表示されます。
・令和6年実施の調整給付に関する案内文書
に記載されている情報を基に入力します。

ステップ①

ステップ②

ステップ③

所得税分の控除不足額（定額減税しきれなかった額）を計算します。
確定申告書又は源泉徴収票に記載されている情報を基に入力します。
※画像は、確定申告書を基に試算する場合のものです。
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目次

１．所得税情報の入力
・確定申告書をお持ちの方 ・・・p 7
「再差引所得税額」 「令和6年分特別税額控除」
「外国税額控除等」の入力

  ・源泉徴収票をお持ちの方 ・・・p 8
「源泉徴収時所得税減税控除済額」

    「控除外額(源泉徴収票より)の入力

２.住民税情報の入力
   ・当初調整給付の案内文書をお持ちの方 ・・・p 9
「 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前) 」

    「 令和6年度個人住民税における扶養親族等(国外扶養親族を除く) 」の入力
   

   ・納税通知書をお持ちの方 ・・・p 10
「 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前) 」

    「 令和6年度個人住民税における扶養親族等(国外扶養親族を除く) 」の入力

・課税証明書をお持ちの方 ・・・p 12
「 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前) 」

    「 令和6年度個人住民税における扶養親族等(国外扶養親族を除く) 」の入力

   ・マイナポータルをご利用の方 ・・・p 14
「 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前) 」

    「 令和6年度個人住民税における扶養親族等(国外扶養親族を除く) 」の入力

３.当初調整給付額の入力 ・・・p 18

   「調整給付額」の入力
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再差引所得税額㊸を入力してください。

令和6年分特別税額控除㊹を入力してく
ださい。

外国税額控除等㊽～㊾を入力してくださ
い。

※空欄の場合は0を入力してください。

１.所得税情報の入力
【確定申告書をお持ちの方】

住民税情報の入力
（p 9～）へ

確定申告書
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源泉徴収時所得税減税控除済額 ■■■円 控除外額 ●●●円

源泉徴収時所得税減税控除済額(源泉徴収票より)
控除外額(源泉徴収票より)を入力してください。

１.所得税情報の入力
【源泉徴収票をお持ちの方】

■■■
●●●

6

住民税情報の入力
（p 9～）へ

源泉徴収票
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【当初調整給付の案内文書をお持ちの方】

令和6年度個人住民税所得割額
(定額減税前)を入力してくださ
い。

２.住民税情報の入力

当初調整給付額の
入力（p 18～）へ

扶養人数の入力を行うと定額減
税可能額が表示されます。
たとえば扶養人数が0人の場合、
10,000と表示されます。

定額減税可能額より
「令和6年度個人住民税における扶養親族
等」を求めます。

【例】定額減税可能額が3万円の場合
1万円×(本人+扶養親族数)=3万円
本人分で1万円 扶養親族数分で2万円。
→「令和6年度個人住民税における扶養親
族等」に「２」と入力します。
※国外扶養親族数は除いてください。

当初調整給付の案内文書
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定額減税:10,000円 所得税から控除しきれなかった額:０円

令和6年度個人住民税所得割額=A－B+C
【定額減税前の所得割が記載されていない場合】

A税額控除前所得割額④ーB税額控除額⑤＋C定額減税額※
(市町村＋都道府県) (市町村＋都道府県)

                     ＝令和6年度個人住民税所得割額
この通知書で計算を行うと
A 213,700円ーB 2500円+C 10,000円=        221,200

上記の計算結果を
「令和6年度個人住 民税所得割額(定額減税前)」に入力してください。

２.住民税情報の入力

納税通知書

A

A
B

B

C

【納税通知書をお持ちの方】

※「 C定額減税額」は、定額減税
控除済額のことです。
【例１】
定額減税額 10,000円
控除しきれなかった額 ０円

→ 「 C定額減税額」＝10,000円
【例２】
定額減税額 7,500円
控除しきれなかった額 2,500円
→ 「 C定額減税額」＝7,500円
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扶養親族該当区分に記載されて
いる扶養親族数を「令和6年度個人住
民税における扶養親族等(国外扶養親
族を除く)」に入力してください。

※控配・老配・特定・老人・
16歳未満・その他
※国外扶養親族数は除いてください。

２.住民税情報の入力

納税通知書

定額減税:10,000円 所得税から控除しきれなかった額:０円

当初調整給付額の
入力（p 18～）へ

【納税通知書をお持ちの方】

扶養人数の入力を行うと定額減税
可能額が表示されます。
たとえば扶養人数が0人の場合、
10,000と表示されます。
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令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)
=市民税所得割額(定額減税前)＋府民税所得割額(定額減税前)

上記の結果を「令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前) 」に入力してください。
※定額減税前の所得割が記載されていない場合は、定額減税後の所得割額に、定額
減税額を足した額を入力してください。

２.住民税情報の入力
【課税証明書をお持ちの方】

課税証明書
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扶養該当に記載されている扶養親族数を
「令和6年度個人住民税における扶養親族等
(国外扶養親族を除く)」に入力してください。

※同配・同配(老人)・老人扶養・特定扶養・
16歳未満・その他扶養

※国外扶養親族数は除いてください

２.住民税情報の入力
【課税証明書をお持ちの方】

扶養人数の入力を行うと定額減
税可能額が表示されます。
たとえば扶養人数が0人の場合、
10,000と表示されます。

当初調整給付額の
入力（p 18～）へ

課税証明書
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ログインをタップ、ログイン情報
を入力してください。

マイページでわたしになっている
かの確認をしてください。

２.住民税情報の入力

マイナポータル

【マイナポータルをご利用の方】
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マイページの下部、「税・所得」
をタップしてください。

税の画面の2024年度をタップして
ください。

マイナポータル

２.住民税情報の入力
【マイナポータルをご利用の方】
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市町村民税所得割額(定額減税前)

都道府県民税所得割額(定額減税前)

令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)

上記の結果を「令和6年度個人住民税所得割額
(定額減税前)」に入力してください。

マイナポータル 税情報画面を下にスワイプすると、
市町村民税所得割額(定額減税前)と
都道府県民税所得割(定額減税前)が
表示されます。

２.住民税情報の入力
【マイナポータルをご利用の方】
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マイナポータル

「税・所得」のページ内にある扶養控除情報
をタップし、扶養控除情報に記載されている扶養
親族数を「令和6年度個人住民税における扶養親
族等(国外扶養親族を除く) 」に入力してください。

※配偶者、一般、特定、老人、16歳未満扶養者数

扶養人数の入力を行うと定額減税可能
額が表示されます。
たとえば扶養人数が0人の場合、
10,000と表示されます。

【マイナポータルをご利用の方】

２.住民税情報の入力

当初調整給付額の
入力（p 18～）へ
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全ての入力必須項目を入力し、
「金額計算」を押すと、不足額給
付の試算額が「令和7年不足額給
付額(万単位) 」に表示されます。

３.当初調整給付情報の入力
【当初調整給付の案内文書をお持ちの方】

当初調整給付の案内文書

「当初調整給付の案内文書
(確認書、支給のお知らせ）に記載
されている、調整給付支給額を入
力してください。
※当初調整給付の対象外の方は、
「０」と入力してください。
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